
・・・・・・　受 章　・・・・・・ マイナンバーカードをつくりませんか
【市民課】

三子以上にかかる育児支援助成について
【こども課】

和歌山県後期高齢者医療制度の令和４・５年度の保
険料率などが決まりました。
保険料は、等しく負担していただく均等割額と、所

得に応じて決まる所得割額の合計額となります。所得
の少ない人には世帯の所得状況に応じて７割、５割、
２割の均等割軽減制度があります。また、保険料の賦
課限度額（上限保険料額）が66万円に変更されます。
　令和４年度の保険料の通知は７月中旬に送付します。
●令和４・５年度の保険料率など

均等割額 所得割率 賦課限度額
50,317円

（50,304円）
9.33％
（9.51％）

660,000円
（640,000円）

※（　）内は令和２・３年度の保険料率など
●問い合わせ
●和歌山県後期高齢者医療広域連合
　☎073-428-6688
●市役所保険年金課 高齢医療係 ☎33-1273

イノシシ・シカなどの農作物被害防止用電気
柵および金属防護柵の設置補助金 【農林振興課】
●補助対象
市内に農地を所有する人（団体）で、野生動物によ
る被害がある田畑に新たに設置する電気柵および金
属防護柵が対象です。た
だし、既に設置した柵は
対象外です。
●補助額　設置費用の３分
　　　　　の２以内
●申込方法
農林振興課で配布してい
る申請用紙に必要事項を記入し、必要書類（見積書、
設置場所図）とともに提出してください。
●申込期間　４月１日㈮～５月20日㈮
●申し込み・問い合わせ
　農林振興課 ☎33-6113
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・・・・・・　お 知 ら せ　・・・・・・
４月から市の組織の一部が変わります

【政策企画課】
　市では行政課題に適切に対応し、効率よく行政サー
ビスを提供できるように組織の一部を変更します。
●シティセールス推進課の係統合
交流人口、関係人口や定住人口の創出・拡大に向け、
人の流れを創出する観光および移住施策に横断的に
取り組むために係を統合します。

変更前 変更後
観光プロモーション係
定住促進係 シティプロモーション係

●まちづくり課市街地整備係の廃止
中心市街地第一地区土地区画整理事業の換地処分に
伴い市街地整備係を廃止し、同課において業務を引
継ぎます。
●問い合わせ　政策企画課 ☎33-1576

橋本市やさしい防災ハンドブックを
作成しました 【危機管理室】
橋本市内にある小学校に在学
中の４年生から６年生を対象に、
「橋本市やさしい防災ハンドブッ
ク」を配布します。
市民の皆さんにも配布していま
すので、危機管理室までお問い合
わせください。また、内容など詳
しくは市ホームページからも確認
できます。
●申し込み・問い合わせ　危機管理室 ☎33-6105

警察庁長官表彰
【秘書広報課】

マイナンバーカードの申請をお手伝いする出張申請
所を開設します。マイナンバー通知カードをお持ちの
人はご持参ください。
●日時　４月17日㈰　午前10時～正午
●場所　隅田地区公民館
●内容
●申請に必要な顔写真を無料で撮影しますので、そ
のまま申請できます。

●申請から約１カ月後に交付ハガキを郵送しますの
で、内容をご確認の上、市民課までマイナンバー
カードを受け取りに来てください。

●問い合わせ　市民課 住民係 ☎33-1131

マイナンバーカードの時間外受取り窓口の
開設について 【市民課】
マイナンバーカードの受取りができる時間外窓口を

開設しますので、ぜひご利用ください。なお、戸籍、
住民票の写し、印鑑証明などの証明書の交付や住所変
更などの届出はできません。
●日時
●４月８日㈮　午後５時30分～午後８時
●４月24日㈰　午前９時～午後３時
●問い合わせ　市民課 住民係 ☎33-1131

コンビニ交付による証明書自動交付サービス
の一時停止について 【市民課】
下記期間中、マイナンバーカードを利用した「コン

ビニ交付」による証明書の自動交付サービスは、シス
テムのメンテナンスなどのため利用できません。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いし

ます。
●サービス停止期間
４月１日㈮　午前６時30分～午後11時
●問い合わせ　
　市民課 住民係 ☎33-1131

　小学校卒業までの児童を３人以上養育している家庭
で、小学校就学前の児童が対象となる事業を利用した
際にかかる費用を助成します。
●対象者（次の条件をすべて満たす人）
　●世帯員全員が橋本市に住民登録をしていること
　●小学校を卒業するまでの児童を３人以上養育して
　　いること
　●小学校就学前の児童を養育していること
●対象となる事業
●一時預かり事業（あやの台保育園、三石保育園、
山田さつきこども園）
●子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポー
ト・センター）

　●子育て短期支援事業（ショートステイ）
　●病後児保育事業（あやの台保育園）
●助成上限額　１世帯あたり１年度につき15,000円
●申し込み・問い合わせ　こども課 ☎33-6102

子育て世帯への臨時特別給付
「支援給付金」について 【こども課】
離婚などにより令和３年度の子育て世帯への臨時特
別給付金を受け取れなかった人に「支援給付金」を支
給します。申請方法など詳しくは市ホームページ（下
の二次元コード）をご覧になるか、こども課までお問
い合わせください。
●対象児童　
平成15年４月２日から令和４年３
月31日生まれ
●給付額　児童１人当たり10万円
●申請期限　４月28日㈭　
●支給対象者
令和３年９月分の児童手当受給者ではなかったが、
離婚などの理由により新たに児童手当受給者になっ
た人　など
●申し込み・問い合わせ　こども課 ☎33-6102

後期高齢者医療制度の保険料率などが
改定されます 【保険年金課】

橋本市日常生活用具給付等事業
在宅で生活している身体障害者手帳などを交付された人や、難病

患者などに対し、特殊寝台などの日常生活用具を購入する際にかか
る費用を給付しています。４月１日から対象となる用具を追加しま
した。
申請方法や所得制限など詳しくはお問い合わせください。
●対象　人工内耳装用の難聴児
●追加された用具　人工内耳用音声信号処理装置（買い替え）、
　　　　　　　　　人工内耳用電池、人工内耳用充電器
●問い合わせ　福祉課 障がい福祉係 ☎33-3708

有料広告を募集しています
●広報はしもと
掲載料：１スペースあたり22,000円（税込み）
申込期限：掲載希望月の２カ月前の25日まで
●市ホームページ
掲載料：１スペースあたり11,000円（税込み）
申込期限：掲載希望月の１カ月前の１日まで
※広告の寸法や割引制度など、詳しくは市ホームページを確認
していただくか、お問い合わせください。

●申し込み・問い合わせ　秘書広報課 広報広聴係 ☎33-2676

広報のデイジー図書
ＣＤを配布
目の不自由な人のために、

広報（広報はしもと、はしも
と市議会だより、はしもと市
民病院だより、社協だよりな
ど）のデイジー図書ＣＤを希
望者に配布しています。
●申し込み・問い合わせ
秘書広報課 ☎33-2676
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